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建材業の安定成長・構造調整・収益向上の

促進に関する指導意見 
 

【要点】 

○ 中国国務院弁公庁は、2016年5月18日に「建材業の安定成長・構造調整・収益向上の促進に関す

る指導意見」（中国語名「关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见」、以下「指導意見」）

を発表した。 

○ 中国の不動産開発投資は長期にわたり2桁の伸びを続けてきたが、過度な開発で不動産在庫が積

み上がり、2015年以降は往時の勢いを欠いている。その結果、セメントや板ガラスに代表される

建材業が過剰生産能力に陥っている。そうした苦境から建材業を脱却させ、安定成長・構造調整・

収益向上の軌道に乗せるために発表されたのが、この「指導意見」である。 

○ 「指導意見」では3大対策が示された。具体的には、①過剰生産能力の削減〔2020年末まで新規

のセメントクリンカー・板ガラス生産能力拡大事業の禁止、老朽設備の淘汰促進等〕、②構造転

換・高度化の加速〔セメント製品の品質向上（強度42.5クラス以上のセメントの生産拡大等）、

ハイエンドガラスの開発（優れた省エネ効果を持つ板ガラスの普及促進等）、陶磁製品の品質向

上（薄型タイルの普及促進等）、新型壁材・建材の普及・開発（省エネ・防火・環境保護・保温

機能を備えた壁材・建材の開発促進等）、技術・設備の改善（品質・検査合格率の向上や標準化

の促進等）〕、③コスト削減と効率向上の促進〔グリーン・スマート型発展の促進（クリーンエ

ネルギーの利用促進やスマート製造の推進等）、企業革新への支援（企業によるクリーンエネル

ギーの利用や資源の総合的利用への支援強化等）、ブランド戦略の実施（製品の設計・製造・販

売・管理等における「インターネット＋」行動の実施等）、生産能力面での協力促進（建材メー

カーの「一帯一路」沿線国への進出加速等）〕である。 

○ 「指導意見」では、各種支援策を強化する方針も示された。具体的には、産業政策の最適化（グ

リーン建材の生産・応用促進行動方案の策定・実施等）、金融支援の強化（支援・抑制分野を見

極めた金融政策の策定・実施等）、法執行に対する監督の厳格化（規定違反プロジェクトの徹底

防止等）、業界団体の役割発揮（建材業の自律性向上、法に基づく企業活動の促進等）、である。 
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【構成(概要)】 

「建材業の安定成長・構造調整・収益向上の促進に関する指導意見」 

（国弁発[2016]34号） 

成立日：2016年5月5日、発表日：2016年5月18日 

1.指導思想・基本原則・目標：供給の適正化・過剰生産能力の削減・秩序立った企業再編の推進、

ビジネス環境の改善、企業の革新能力増強、新型・グリーン建材の生産・利用の拡大、生産能

力の国際協力の積極的な推進等を通じた建材業の産業・組織構造の改善、品質・効率の向上等

を指導思想とし、市場主導・企業本位・政策支援・全体連携等を基本原則とし、2020年までに

セメントクリンカー・板ガラスの過剰生産能力の削減や稼働率の最適化、トップ10企業の生産

量占有率60％前後への引き上げ、売上高利益率の工業平均水準への引き上げ等を目指す。 

2.過剰生産能力の削減：2020年末まで新規のセメントクリンカー・板ガラス生産能力拡大事業の

禁止（老朽設備・規定違反の生産能力拡大事業の申請不受理等）、老朽設備の淘汰促進（汚染

物排出抑制基準を満たせない企業の処罰・生産停止等）、ピークシフト率の向上等。 

3.構造転換・高度化の加速：セメント製品の品質向上（強度42.5クラス以上のセメントの生産拡

大等）、ハイエンドガラスの開発（優れた省エネ効果を持つ板ガラスの普及促進等）、陶磁製

品の品質向上（公共施設等における薄型タイルの普及促進等）、新型壁材の普及（安全・省エ

ネで環境に優しく、断熱性に優れる壁材の開発等）、新型建材の開発（黒鉛・カオリン等の非

金属鉱を原料とし、省エネ・防火・環境保護・エネルギー貯蔵・保温機能を備えた建材の開発

促進等）、技術・設備の改善（品質・検査合格率の向上や標準化の促進等）。 

4.コスト削減と効率向上の促進：グリーン・スマート型発展の促進（クリーンエネルギーの利用

促進、スマート製造の推進等）、企業革新への支援（企業によるクリーンエネルギーの利用や

資源の総合的利用等に関わる構造転換・高度化への支援強化等）、ブランド戦略の実施（製品

の設計・製造・販売・管理等における「インターネット＋」行動の実施等）、生産能力面での

協力促進（建材メーカーの「一帯一路」沿線国への進出促進等）。 

5.各種支援策の強化：産業政策の最適化（グリーン建材の生産・応用促進行動方案の策定・実施

等）、金融支援の強化（支援・抑制分野を見極めた金融政策の策定・実施等）、法執行に対す

る監督の厳格化（規定違反プロジェクトの徹底防止等）、業界団体の役割発揮（建材業の自律

性向上、法に基づく企業活動の促進、信義誠実で公平な競争ができるビジネス環境の形成等）。 

 

＊中国語全文は、http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-05/18/content_5074416.htm 

から入手可能（2016年6月21日アクセス） 
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